
　

 

和光市駅北口土地区画整理事業

区画整理だより 第５９号
平成２９年７月14日

◎区画整理に関するお問合せ・ご相談は下記までお尋ねください。

〒351-0111 和光市下新倉１丁目5番55号

「駅北口土地区画整理事業事務所」

TEL：０４８－４５０－１６０２ FAX：０４８－４５０－１６０３

mail：e0500@city.wako.lg.jp

仲夏の候、皆様におかれましては、益々ご清祥のことと

お喜び申し上げます。

また、日頃より、和光市駅北口土地区画整理事業に

ご理解・ご協力をいただき、誠にありがとうございます。

さて、今号では、第３１回土地区画整理審議会の報告に

ついてお知らせいたします。

１．日 時 平成２９年７月４日（火）

午前１０時００分から

２．場 所 駅北口土地区画整理事業事務所 会議室

３．議 題 （１）審議会委員の辞任について

４．出席者 委員8名、事務局3名

※ 今回の審議会は、審議会の議決により、非公開となりました。

第31回土地区画整理審議会の報告

【審議会委員の辞任について】

審議会委員の齊藤秀雄氏より委員辞任の申出がありましたので、「和光市

駅北口土地区画整理審議会議事運営規則第１３条」の規定により、審議会で

辞任について審議した結果、承認となりました。

齊藤委員の辞任による欠員の補充については、「和光市駅北口土地区画整

理事業施行規程第１５条」の規定により、宅地所有者から選挙された委員の

欠員の数が３名以上となった場合には、補欠選挙を行うこととなっておりま

すので、補欠選挙を行わず、今後は、８名で審議会を運営していきます。


